
千葉県立保健医療大学における成績評価の異議申立てに関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、千葉県立保健医療大学履修規程第６条第１項の規定により判定され

た成績評価に対する異議申立てに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（異議申立て事由） 

第２条 次のいずれかに該当する場合、学生は成績評価について、疑義があるものとして

異議申立てを行うことができる。 

 (1) 成績の誤記入等、明らかに授業担当教員の誤りであると思われるもの。 

 (2) シラバス等により学生に周知している授業の到達目標及び学生に対する評価の方

法・基準に照らして明らかに疑義があると思われるもの。 

 

（異議申立ての手続き） 

第３条 前条の異議申立てを行う学生は、成績開示日から1週間以内に、様式第１号「成

績評価に関する異議申立書」（以下「異議申立書」という。）を学長に提出しなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する学生は、成績開示日から３日以内に、

異議申立書を学長に提出しなければならない。 

 (1) 進級判定を行う学年・学期における進級判定対象者 

(2) 卒業判定を行う学年・学期における卒業判定対象者 

(3) 先修条件により、来学期履修不可となる科目が発生する者 

 

（異議申立てに対する回答） 

第４条 学長は、異議申立書を受理した日から起算して1週間以内に、様式第２号「成績

評価に関する異議申立てに対する回答書」（以下「回答書」という。）により、学生に回

答しなければならない。ただし、前条各号に掲げる者に対する回答は、速やかに行うも

のとする。 

 

（回答書の作成） 

第５条 学長は、第３条により学生から異議申立てがあったときは、科目責任者に、回答

－ 116 －



書の作成及び学生への説明を指示するものとする。ただし、科目責任者が非常勤講師の

ときは、各学科・専攻長又は学長が指名した者に学生への説明を指示するものとする。 

２ 科目責任者は、回答書作成後、速やかに学長へ提出しなければならない。 

３ 第１項により学生に説明をするときは、回答書をもって丁寧な説明を行わなければな

らない。 

 

（調査の申立て） 

第６条 学生は、回答書に対して疑義がある場合、第８条に規定する調査委員会による調

査を申し立てることができる。この場合は、様式第３号「成績評価に関する調査申立書」

（以下「調査申立書」という。）により、回答書受領日から１０日以内に学長に提出しな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する学生は、回答書受領日から３

日以内に、調査申立書を学長に提出しなければならない。 

 (1) 進級判定を行う学年・学期における進級判定対象者 

(2) 卒業判定を行う学年・学期における卒業判定対象者 

(3) 先修条件により、来学期履修不可となる科目が発生する者 

 

（調査申立てに対する回答） 

第７条 学長は、学生から前条の調査申立てがあったときは、様式第４号「成績評価に関

する調査結果回答書」（以下「調査結果回答書」という。）により学生に速やかに回答し

なければならない。 

 

（調査委員会の設置） 

第８条 学長は、第６条の規定により学生から調査の申立てがあったときは、調査委員会

を設置し、必要な調査をしたうえで、調査結果回答書を作成するよう指示するものとす

る。 

２ 科目責任者は、調査委員会の調査に協力しなければならない。 

 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、成績評価の異議申立てに関する手続き及び調査委

員会の設置等に関する事項は別に定める。 
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付 則 

この規程は、令和５年４月1日より適用する。 

付 則 

この規程は、令和６年４月1日より適用する。 
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（様式第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ レポート課題が課されなかった科目について「レポート課題提出回数」欄の記載は不要。 

   ２ 「申立ての理由」欄は，成績評価の疑義について、具体的に記入すること。 

３ 成績評価の疑義が「申立ての理由」欄に収まらない場合、裏面に記載すること。 

 

成成績績評評価価にに関関すするる異異議議申申立立書書  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

 

 

 

 

令和  年度に履修しました科目の成績評価につきまして、疑義がありますので、

下記のとおり異議を申し立てます。 

 

記 

 

  １ 授業科目名                            

   

  ２ 担当教員名                            

 

３ 開講時期・曜日・時限                       

 

  ４ 申立科目の授業出席回数       回  

   

  ５ レポート課題提出回数        回中     回 

   

６ 申立ての理由 

                                     

                                     

                                     

                                     

学 科 ・ 専 攻 名                  

学 籍 番 号                   

氏 名                  
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（様式第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「申立ての理由」欄は，成績評価および回答書への疑義について、具体的に記入すること。 

２ 疑義が「申立ての理由」欄に収まらない場合、裏面に記載すること。 

 

成成績績評評価価にに関関すするる調調査査申申立立書書  

 

                             年  月  日 

 

千葉県立保健医療大学長 様 

 

 

 

 

 

 

令和  年度に履修しました科目の成績評価に関する異議申立てに対する回答

書につきまして、なお疑義がありますので下記のとおり調査を申し立てます。 

 

記 

 

  １ 授業科目名                            

   

  ２ 担当教員名                            

 

３ 開講時期・曜日・時限                       

   

４ 申立ての理由 

 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

学 科 ・ 専 攻 名                  

学 籍 番 号                   

氏 名                  
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